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 検索

向日市市民協働推進条例 
平成１９年１２月２１日公布

向日市条例第１７号

 わたくしたちのまち向日市は、本市を中心に長岡京が造営されるなど、歴史と文化が息づく伝統あるま

ちとして発展してきました。また、緑豊かな西ノ岡丘陵が広がり、市民生活に安らぎを与えてくれます。わ

たくしたちは、先人が築いたこのまちの貴重な歴史や豊かな自然を大切にしながら、「住んで良かった」と

誇りに思えるまちを、次の世代に引き継いでゆきたいと願っています。 

 世の中の大きな流れの中で、今、健康、福祉、教育、文化、安全、環境など、市民生活に関わる分野で

さまざまな課題に直面しています。 

 このような状況のもと、本市においては、市民、市民公益活動団体及び事業者による地域に密着したま

ちづくりの取組が芽生えてきており、「市民力」として期待されています。 

 今後、市民、市民公益活動団体及び事業者による多様な活動が、まちづくりにおいて大きな役割を担

い、市民、市民公益活動団体、事業者及び行政がそれぞれの役割と責任を認識し、互いの力を発揮しな

がら、協力してまちづくりを進めていくことが求められています。 

 市民、市民公益活動団体、事業者及び行政が対等の立場でそれぞれの英知を集め、実践力をつなぎ

合い、ずっと住み続けたいまちを創造するため、ここに「向日市市民協働推進条例」を制定します。 

 （目的） 

第１条  

 この条例は、市民協働の基本理念を定め、市民、市民公益活動団体、事業者（以下「市民等」と

いう。）及び市の役割及び責務を明らかにするとともに、市民協働を推進するために必要な事項を

定め、市民等及び市が協力して公益の増進を図り、豊かで活力ある市民主体の地域社会の実現

を図ることを目的とする。  

 （定義） 

第２条  

 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 市民協働 市民等及び市が、「自分たちで向日市をいいまちにしていくんだ」という自覚を持

ってお互いに協力していくことをいう。  

(2) 市民 本市に居住する者、本市で就業、就学など日常生活を営む者その他広く本市のまち

づくりにかかわる者をいう。  

(3) 市民公益活動団体 組織的かつ継続的に市民公益活動を主たる目的とする団体であり、そ

の活動が次のいずれにも該当しないものをいう。 

ア 宗教の教義を広め、儀式行事を行い、又は信者を教化育成することを主たる目的とする

もの  

イ 政治上の主義を推進し、支持し、又はこれに反対することを主たる目的とするもの  

ウ 特定の公職（公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３条に規定する公職をいう。以下

同じ。）の候補者（当該候補者になろうとする者を含む。）若しくは公職にある者又は政党を推

薦し、支持し、又はこれらに反対することを目的とするもの  
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エ 営利を目的とするもの  

(4) 事業者 市内において営利を目的とする事業を行う個人又は法人をいう。  

(5) 市民力 市民等が協働してまちづくりの諸課題の解決に取り組んでいく力をいう。  

 （基本理念） 

第３条  

 市民等及び市は、豊かで活力ある地域社会の実現のため、それぞれの役割及び責務を理解し、

対等な立場で市民協働のまちづくりの推進に努めるものとする。  

 （市民の役割） 

第４条  

 市民は、基本理念に基づき、まちづくりに関する理解を深め、協働する意識を持つよう努めるとと

もに、市民協働及びまちづくりへの参加に努めるものとする。  

 （市民公益活動団体の役割） 

第５条  

 市民公益活動団体は、基本理念に基づき、互いの活動を理解し、尊重し合いながら、市民協働

及びまちづくりへの積極的な参加に努めるとともに、その活動が広く市民に理解されるよう努める

ものとする。  

 （事業者の役割） 

第６条  

 事業者は、基本理念に基づき、地域社会の一員として、市民及び市民公益活動団体がまちづくり

に果たす役割を理解するとともに、それぞれの活動に自発的に協力するよう努めるものとする。  

 （市の責務） 

第７条  

 市は、基本理念に基づき、市民協働の取組を支援する環境整備に努めるものとする。 

２ 市は、市民等の活動及び取組を認識し、尊重するとともに、ともに考え、取り組むことのできる

職員の育成に努めるものとする。 

 （拠点施設） 

第８条  

 市は、市民協働を推進するための拠点施設を設置し、その充実に努めるものとする。  

 （市民力の育成） 

第９条  

 市は、市民協働及びまちづくりに積極的に取り組む市民及び市民公益活動団体の育成に努める

ものとする。  

 （情報提供） 

第１０条  

 市は、市民等が行う市民協働の推進に関する活動を支援するため、まちづくり及び市民協働に

関する情報を提供するよう努めるものとする。  

 （相談窓口の設置） 

第１１条  

 市は、市民協働に関する相談窓口を設置するものとする。  

 （市の業務への参入機会） 

第１２条  

 市は、市民公益活動団体の活動を促進するため、専門性、地域性等の特性を活かせる分野にお

いて業務を委託する等により、市の業務への参入の機会を提供するよう努めるものとする。  

 （その他） 

第１３条  

 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。  

 附則  
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ホーム→市政→向日市市民協働推進条例  

 
向日市役所 
〒617-8665 京都府向日市寺戸町中野20番地 
電話 075-931-1111（代表） ファクス 075-922-6587 
Ｅメール info@city.muko.kyoto.jp 
■開庁時間 午前８時３０分から午後５時１５分 ■閉庁日 土曜日、日曜日、祝日、年末年始  

 この条例は、平成２０年４月１日から施行する。  
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